
①相続人調査
②相続人関係図作成
③法定相続情報証明取得
④財産調査
⑤財産目録作成
⑥遺産分割協議書作成
⑦相続財産の名義変更・解約手続
⑧遺言書存在の調査

　　　相続手続

　　　注意事項
最初に着手金を頂戴します

報酬以外の費用について

50,000円～

上記金額は目安です

10,000円～
40,000円～

セット割引　①～⑧合計　205,000円～　→　180,000円～

報酬額表（税抜）

相続税に関する手続きは、税理士の独占業務です。税理士への報酬が別途発生しま
す。

不動産の相続登記は、司法書士の独占業務です。司法書士への報酬・免許税等の請
求が別途発生します。

相続人調査・財産調査には、別途戸籍謄本・登記事項証明書（登記簿謄本）等の実
費が必要です。

料金は一般的な業務内容に対する基準報酬であり、相続人の人数や相続財産の額等
により加減措置をさせて頂く場合があります。

基礎調査等には様々な費用が発生します。また保証という意味でも受任後に着手金
を頂戴します。総額に応じ半額～全額のお支払いを確認後、業務に着手致します。

35,000円～
10,000円～
10,000円～
30,000円～
20,000円～

相続税について

不動産登記について


